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介護療養型老人保健施設における介護報酬等  

の見直しに係る諮問について  

Ⅰ これまでの経過  

○ 昭和48年の老人医療費無料イヒ以降、病院が高齢者介護の受け皿となる、   

いわゆる「社会的入院」の問題と関連して、療養病床の問題は30年来の懸   

案となっていた。  

○ 療養病床の在り方については、医療提供体制の視点、利用者の視点、費用   

負担者の視点から、医療保険・介護保険の両面にわたって患者の状態に即し   

た施設の機能分担を図るため、医療の必要度に応じた再編成を進めることと   

し、平成18年6月に可決・成立した「健康保険法等の一部を改正する法律   

（平成18年法律第83号）」において、介護保険適用の療養病床である介   

護療養型医療施設を、平成23年度末をもって廃止することとされた。また、   

同法附則では、介護老人保健施設等における入所者に対する医療提供の在り   

方について、入所者の状態に応じてふさわしいサービスを提供する観点から   

検討を行い、必要な措置を講ずる旨規定された。  

○ これを踏まえ、平成18年9月に設置された「介護施設等の在り方に関する   

委員会」において、療養病床再編成の受け皿としての介護老人保健施設等の在   

り方等について議論が行われた。平成19年6月に取りまとめられた同委員会   

の報告では、、療養病床から転換した介護老人保健施設については、入所者   

に引き続き適切な医療サービスを提供する必要があることから、看取りや   

夜間の看護対応等既存の介護老人保健施設に付加すべき機能について、必   

要な医療職の配置の在り方とその適切な裏打ちとなる介護報酬の在り方を   

検討し、平成19年度中に提示すべきとされた。  

○ この報告を受け、社会保障審議会介護給付費分科会においては、療養病床   



転換の当事者である医療機関や保険者である自治体関係者に対するヒアリン  

グを合わせて、5回にわたり、療養病床から転換した介護老人保健施設にお  

ける評価の在り方等について議論を行ってきたところである。  

Ⅱ 諮問の内容  

1．基本的な考え方  

（1） 療養病床から介護老人保健施設への転換を促進するため、以下の改正を  

行う。  

① 療養病床から転換した介護老人保健施設（以下「介護療養型老人保健  

施設」という。）であって、夜間対応に要する看護職員を確保すること  

等の要件を満たしたものについて、新たな施設サービス費を創設する。  

② 介護療養型老人保健施設の療養室1床当たりの面積の基準について、  

一？巨頭地下で経過措置を延長する。                ′＼」 ＿少しIl  

（2） 療養病床から転換する医療機関の選択肢を拡大する観点から、以下の改  

正を行う。  

① 本体施設からの支援を受ける小規模施設であるサテライト型施設にお  

いて、 より効率的な経営を可能とするため、本体施設とサテライト型施  

設の新たな組合せを認めるなどの基準の緩和を行う。  

② 小規模介護老人保健施設において、介護給付の算定日数上限を撤廃す  

るとともに、医療機関併設型小規模介護老人保健施設における人員の基  

準の緩和を行う。  

（3）療養病床から介護老人保健施設への転換を促進するための経過的な施設   

類型である経過型介護療養型医療施設について、療養病床の円滑な転換を  

支援する観点から、既存の経過型介護療養型医療施設と看護職員配置が異  

なる新たな施設サービス費を創設する。  

－
い
▼
E
‡
．
・
－
 

■
j
 
 
 



2．具体的な改正内容  

介護療養型老人保健施設における介護報酬の見直し  

（1） 介護療養型老人保健施設において、以下の施設基準を満たすもののうち、  

夜勤を行う看護職員を配置（※1）している施設については、「介護保健  

施設サーービス費（Ⅲ）」を、  

・看護職員により、又は医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連  

携により、夜勤時間帯を通じて、連絡体制を整備し、かつ、必要に応じ  

て診療の補助を行う体制を整備している施設については、「介護保健施設  

サービス費（Ⅲ）」（※2）を 
、  

新たに創設する。  

【新たな施設サー・ビス費を算定するための施設長準】  

・ 平成18年7月1日から平成24年3月31日までの間に病床の転換を行って開設した介   

護老人保健施設であること。  

・ 算定目が属する月の前12月間における新規入所者のうち、「医療機関」から入所した者の   

割合と「家庭」から入所した者の割合の差が、35％以上であることを標準とすること。（※3）  

・ 算定目が属する月の前3月間において、 全入所者のうち「経管栄養」若しくは「喀疾吸引」   

を実施している者の割合が15％以上又は「認知症高齢者の［l常生活自立度判定基準」にお   

けるランクMに該当する者の割合が20％以」二であること。  

（※1） 入所者の数を41で険して得た数以卜の看護職員を配置していること。  

（※2） 「介護保健施設サービス費（m）」は入所者40人以‾F（7）施設のみ算定可。  

（※3） 平成20年4月以降の入所者について、平成21年4月から適用することとし、「標  

準」の具体的な考え方については、介護療養型老人保健施設における医療機関からの入  

所の実態等を基に、平成21年4月までに検討することとする。  

（参考）介護療養型老人保健施設に適用される新たな施設サービス費  

【介護保健施設サービス費用）】  【介護保健施設サービス費（Ⅲ）】  

介護保健施設サービス費（i）（従来型個室）  

a 要介護1  703単位  

l） 要介護2  780単位  

c 要介護3  833単位  

d 要介護4  887単位  

e 要介護5  940単位  

介護保健施設サービス費（云）（多床室）  

介護保健施設サーービス費（i）  

a 要介護1  

b 要介護2  

c 要介護3  

d 要介護4  

e 要介護5  
介護保健施設サーービス費（云）  

a 要介護1  

b 要介護2  

c 要介護3  

d 要介護4  

e 要介護5  

（従来型個室）  

703単位  

786単位  

860単位  

914単位  

967単位  

（多床室）  

782単位  

865単位  

939単′位  

993単位  

1，046単位  

782単位   

859単位   

912単位   

966単位  

1，019単位   

a 要介護1  

b 要介護2  

c 要介護3  

d 要介護4  

c 要介護5  
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（2） （1）と同様の要件を満たすユニット型の介護療養型老人保健施設につ  

いても、施設サービス費を新たに創設する。  

＜加算＞  

○  （1）又は（2）の施設サービス費を算定する介護療養型老人保健施設  

については、入所者に適切な医療等を提供する観点から、  

① 入所者を一定の要件下で看取った場合の評価  

② 入所者の個別ニーズに応じた適切な医学的管理を行った場合の評価  

③ 療養病床での介護体制（4：1）を維持した場合の評価（※）  

として新たに以下の加算を創設する。   

・ ターミナルケア加算   

・ 特別療養費  

・療養体制維持特別加算（介護職員の配置（4：1）を評価） （※）  

（※） 今後、介護療養型老人保健施設の入所者の介護ニーズについて実態を把握し、介護療  

養型医療施設からの転換が終了する平成24年4月以降の対応を検討することとする。  

介護療養型老人保健施設における基準の緩和  

（1） 現行の療養室の面積基準に係る経過措置が終了する平成24年4月以降  

についても、平成18年7月1日以後に新築又は大規模な改修等の工事に  

着手していない療養病床を転換した介護療養型老人保健施設の療養室は、  

次の新築又は大規模の改修等を行うまでの間に限り、引き続き、経過措置   

（※）（6．4Ⅰぱ以上／床）を認める。  

〔  

本則の設備基準   

療養病床における病室面積  → 6．4r迂以上／床   

介護老人保健施設における療養室面積 → 8  n了以上／床  

（※） 平成24年4月以降は、8n了以上／床に対応している施設との均衡に配慮した評価を  

行う．。ただし、療養室が談話室に近接して設けられているものにあっては、次の新築又  

は大規模な改修等までの間、談話室の面積を療養室の定員数で除した面積を加えたもの  

が8Ⅰゼ／床を満たしていることでよいこととする。  

4  

′笥   



（2） 介護療養型老人保健施設における  

建物の耐火構造に係る基準  

・ 建物内の直通階段及びエレベーターの設置に係る基準  

については、次の新築又は大規模な改修等までの間、転換前の病院又は診  

療所の基準と同様でよいこととする経過措置を創設する。  

サテライト型施設における基準の緩和等  

（1） 本体施設の設置者により設置され、本体施設からの支援を受け、本体施  

設とは別の場所で運営される29人以下の施設であるサテライト型施設に  

ついて、以下の措置を講じる。  

医療機関を本体施設とするサテライト型小規模介護老人保健施設及び  

サテライト型の地域密着型特定施設（※）の設置を認める。  

また、本体施設である医療機関が人員に関する基準を満たしているこ  

とを前提に、本体施設の医師、栄養士又は介護支援専門員により、サテ  

ライト型施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、当  

該サテライト型施設におけるこれらの職員を置かないことができる。  

介護老人保健施設を本体施設とするサテライト型の地域密着型特定施  

設（※）の設置を認める。  

また、本体施設である介護老人保健施設が人員に関する基準を満たし  

ていることを前提に、本体施設の医師、支援相談員、理学療法士若しく  

は作業療法士、栄養士又は介護支援専門員により、サテライト型施設の  

入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該サテライト型  

施設におけるこれらの職員を置かないことができる。  

（※）本体施設の設置主体が地方公共団体等の場合は、サテライト型の地域密着型介護老人  

福祉施設の設置も認める。  

（2） 本体施設である介護老人保健施設の管理者は、サテライト型の地域密着  

型特定施設の職務を兼務することができる。本体施設の設置主体が地方公  

共団体等の場合にあっては、サテライト型の地域密着型介護老人福祉施設  

においても同様とする。  
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（3） 地域密着型特定施設における看護職員及び介護職員のうち、それぞれ1  

名以上は常勤でなければならない。ただし、サテライト型の地域密着型特  

定施設については、それぞれ常勤換算方法で1名以上でよいこととする。  

小規模介護老人保健施設における基準の緩和等  

（1） 小規模介護老人保健施設における介護報酬の180日の算定目数上限を  

撤廃する。  

（2） 医療機関併設型小規模介護老人保健施設における支援相談員及び介護支  

援専門員に係る人員に関する基準について、当該施設の入所者の処遇が適  

切に行われると認められるときは、実情に応じた適当数でよいこととす  

る。  

介護療養型医療施設における経過措置の追加  

（1） 平成24年3月31日までの経過的な施設類型である経過型介護療養型  

医療施設（療養病床を有する病院に限る。）について、看護職員の配置に  

係る人員に関する基準が異なる新たな施設サービス費を創設する。  

（従来型の人員に関する基準）  

医師の配置は2名以上。  

・ 看護職員配置8：1以上、、介護職員配置4：1以上。  

（新類型の人員に関する基準）  

医師の配置は2名以上。  

・看護職員の配置は6：1以上、介護職員の配置は4：1以上。  

（2） 経過型介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。）について、  

ユニット型の施設サービス費を創設することとし、当該施設サービス費を  

算定するための人員及び設備に関する基準を以下のとおりとする。  

（人員に関する基準）  

・ 医師の配置は2名以上。  

・ 看護職員の配置は6：1以上、介護職員の配置は4：1以上。   



（設備に関する基準）  

・廊下幅の基準について、既存の経過型介護療養型医療施設と同様の   

緩和措置を講じる。  

（介護給付一予防給付）における見直し等  短期入所療養介護   

（1） 短期入所療養介護（介護給付・予防給付）においても、  

① 介護療養型老人保健施設における介護報酬の見直し、  

② 介護療養型医療施設における経過措置の追加  

について、 同様の見直しを行う。  
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介護サービス算定実績（居宅サービス・地域密着型サービス）  

介護給付費実態調査平成20年4月音査分  
（単位i干単位）  
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3ら16‥～  

監二二二】  
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56  
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1 767 617 
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332 407 

〃▼「上野与」  
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3406450  

1322  

3 03Y 

特別哩犠訪印介護加算  
訪問入浴介言  

看護・介護職員  

特別地域訪問入浴介護如箪  

訪問看護ステーション  

3 OLL L夜間養護匝劉加筆  考特別地域訪問着譲加  
54457 弓居宅介言  緊急時訪問看護（ステーション）  

緊急時訪問看護（医療機関）  
居宅介護支援  卜特定事業所集中滅妄て再抱）  

2199  

13165  

寧44  

1113′13二  

9   

6461766  
1390ニ∠96  

4665284 

3 045 
106769   
287966  

1叫  

？  
． 

2687296ノ   
8日l173   

77 671 

1457912  
10364：う  

加算  
訪簡リノ、ビリテニショシ  

初回加算（  

病院又は串原所  リハヒーけ一シ ョン寺わ㌻）シi加窟（再掲）  夜間対応型訪問介護Ⅰ（基本）  
（定期巡回）  

（随時訪問）  介護老人曝壁埋設  リハビリテーションマネゾ  
短期集中リハ塑とセ項［傾  

認知症対応型通所介護（Ⅰ）  

個別機能訓練加算  

順  
一口腔機能向上加算  

個別機能訓練加算  
入浴介助加算  
若年性認知症ケア加算  

貴  
ト  

〉．¶L租埋却算 孟告知症対応型兵同生活介言   リハビリテーション  通戸  

通常規模の医療機関 ′ト規模診療所   認知症対応型共同生活介護  
用共同生活介言  

初期加算  1入浴介助加算   
き禦賢認諾、）  

ヨン実施加算  

：口腔機能向上加鼻 福飾云‾■■㌻ 

J．」 

289r   」医獲連携埋剋加重  94300  

25 L6L 

25078   

103  

184 

77790  
12022   

53934   

6313  

149   

∠16835， 地域密  
設 入居者生活介護  地域密着型特定施   116794  

29  

326 t擾粗肴護体串l拠厘  
福祉施設サーヒ～ス  1857＝岨城密  

地域密着型介護福祉施設  
ユニット型地域密着型介護福祉施設  
経過的地域密着型介護福祉施設  
旧措置経過的地域密着型介護福祉施設  
ユニット型経過的地域密着型介護福祉施設  

1327103  

1326967  

136  
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277 953 
1こう93280  

l19162≧   

3：ZO781  
13 348 

102569   
21 10;8 
6009  
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52   

15997  
67  

」革3亘亘□   

356 1031 
13558  

67   
29735  

8  

23  

8  

5856  

9  

小11  

的地域密  ユニット型旧  

身体拘束廃止未実施減算   

個別機能訓練加第   
常勤医師配置加算  

算  

膏刀期加算   
退所前後訪問相談援助加算  

牒展士配置加算  
トノ媚  

【療養食加算  

一  

連；i専業所ホらあ請東時点わ数値を集計している。  
2 太枠内は基本算定項目である。  
3 短期入所療養介護には、「特定治療」「特定診療費」を含まなし  
4 介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスには、  
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 送迎加算  

管理栄養士配置加算  
栄養士配置加算  
療養食加算  
緊急短期入所ネットワーク加算   
夜間看護体制加算   
在宅中重度受廻目鼻  
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介護老人保健施設  
ユニット型介護老人保健施設  
特定介護老人保健施設  
病院療養病床  
病院療養病床経過型  
ユニット型病院療養病床  
特定病院療養病床  
診療所療養病床  
ユニット型診療所療養病床  
特定診療所療養病床  
認知症疾患型  
認知症疾患型経過型  
ユニット型認知症疾患型  
特定認知症対応型  

基準適合診療所 特定基準適合診  
：う720  

65  

△ 119  

△ 186   

△ 2  

/?, 10 

△ 76  

1b722   

－1757  

19と享   

1397  

3  

「特定治療」「特定診療費」を含まない。  
5 総数には、月の途中で要介護から要支援に変更となった者を含む。   緊急時治療管理（老健のみ）  

病院療養病床療養環境減算（Ⅰ）（病院のみ）  
病院療養病床療養環境減算（u）（病院のみ）  
病院礫養病床療養環境減算（Ⅲ）（病院のみ）  
医師配置減算（病院のみ）  
診療所療養病床療養環境減算（1）（診療所のみ）  
診療所療養病床療養環境減算（Ⅲ）（診療所のみ）  
送迎刀日算  

管理栄養士配置加算  
米菓士配置加算  
療養食加算  
緊急短期入所ネットワーク加算  



介護サービス算定実績（施設サービス）  

介護給付費実態調査平成20年4月審査分  

（単位⊥モ単位）  

総数  総数  
10929677  

6 993 685 
112 27R 

1942983  

29692 
1247183  

ビス  39454ニう6 

3 577 65L 

27052  

71こうむ  

133′105  

13ノ1800  

＿ら  

療養型  
痺養型経過型  
ユニット型療養型  
診療所型  
ユニット型診瞭所型  

認知症疾患型  
認知症疾患型経過型  

小規模介護福祉施設  
ユニット型介護福祉施設  
ユニット型小規模介護福祉施設  

旧措置介護福祉施設  
小規模旧措置介護福祉施設  
ユニット型旧措置介護福祉施設  

ユニット型小規模旧措置介護福祉施設  
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身体拘束廃止未実施減算  身体拘束廃止未実施減算  
重度化対応加算  

個別機能訓練加算  
準ユニットケア加算  常勤医師配置加算  
精神科医療養指導加算   
障害者生活支援体制加算  
外泊時費用  
初期加算  

退所前後訪問相談援助加算 退所時相談援助加算  
退錠前連携加算  
管理栄養士配置加算   
栄養士配置加算  
栄養マネジメント加算  
経口移行加算  

経口維持加算 一Jl＝工ニ「‾1「l、ト」＝′Jl－フ■r  
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病院療養病床療養環境減］  
病院療養病床療養環境減］   
病院療養病床療養環境榔   
医師配置減算（病院のみ）  
診療所療養病床療養環境ラ 
診療所療養病床療養環境テ  
療養経過型試行的退院サー  

初期加算  外泊時費用             他科受診時費用  
退院前後訪問指導加算  
退院時指導加算  
退院時情報提供加算  
牒院前連携加算  

償金要望至芸墓謡算  

加貰  
E経口移行加算  

算  
魔呈笠詣  
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摩素食加算  

能加算  
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テ汚す云吋  

3250   

300057  
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△ 1∠10  

179017   

15142  
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22   

1∠1267  

lニミ1   

1939  

2407  

2090  

41 

103350  

4616   

98549  

ス  
L ト在宅復帰圭堕麹鎧迦算し   1Q別   

注∴1事業所からの請求時点の数値を集計している。  
2 太枠内は基本算定項目である。  
3 短期入所療養介護には、「特定治療」「特定診療費」を含まない。  
4 介護保障施設サービス及び介護療養施設サービスには、  

「特定治療」「特定診療費」を含まない。  
5 総数には、月の途中で要介護から要支援に変更となった者を含む。   

介護保障施設  
小規模介護保健施設  
ユニット型介護保健施設  

身体拘束廃止未実施減算  
リハヒ一リテーションマネシーメント加算  

短期集中リハビリテーション実施加算  
認知症短期集中リハビリテーーション実施加算  

認知症専門病棟加算 外泊時費用  

試行的退所費用  
初期加算  

退所前後訪問指導加算 退所時指導加算 退所時情報提供加算 退所前連携加算 老人訪問看護指示加算  
L芙芸聖霊諾震加算  
；栄養マネジメント加算  

∃経口移行加算  

魔呈笠詣算  
在宅復帰支援機能加算  

L緊急時施設療養管理  
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介護予防サービス算定実績  

単位数  

（単位＝干単位） 
総額  

7こ主1712  

738500J  
3212  

1∠126  

1414  

12  

5とi404  

51日79  

2479  

218  

30日l  

159  

至萱 

13433  
1181軒  

387  

い17引  

55  

1上12」   

1051174j  
lOl1668  

9096  

29356  

26．  

678  

350」  

呈≡‡慧  
1850ト  

27  

介護予防訪問介護 ＊＊  介護予防屈宅療養督理指導  
介護予防訪問介護＊＊  医師又は歯科医師＝）  

医師又は歯科医師（u）  野馳埋域介護予革訪問介複弛算＊＊  

介護予防訪問入浴介言  （Ⅰ）医療機関  

（1）医療機関・特別薬剤加算  
薬  

剤  
介護予防訪問入浴介護  
腫時世即駐恥啓予防訪阻△牲全音些却算  

介護予防訪問看護  
師 

肇別邸雌  
管理栄養士  
歯科衛生士等  

言方間看護ステーション  

病院又は診療所   
特別地域訪問者請加算   
緊急時訪問者譲加算（ステーーション）   

緊急時訪問看言垂加算（医療機関）   

J堕墨り茸軍都］旦  －一  

介護予防訪問リハビリテーション云  

介言撃予防特定施設入居者生活介護＊＊  

特定延董入居者生活介護聖   
個別聯壁剋観塑筆し重責凱空軍  

外部サイ神J用型特定施設入居者套括介護＊＊  

介護予防支援＊＊  

病院箪jま夢魔艶空   

リハヒ～リデーションマネゾルト重り革（再卿＊  

介護整大坪硬埜琵葦 
介護予防．吏墜竺、   初回加算（再掲）＊＊  

介護予防認知症対応型適所介護  
リハヒ‘リテけションマネゾルト加算（再手  介護予防認知症対応型適所介護（1）  

介護予防認知症対応型適所介護用）  、麿現寒空生エビリ享二り∠塑蜃さ 介護予防適所介護＊＊  

入浴介助加算＊  
個別機能訓練加算＊  
栄養改善加算  
日月窒嘩壁上吐土即製  

－  

－  

－  

＿   

介護予防′」  

応型共同生活介護＊  丁  
介護予防認知症対応型共同生活介護＊  

介言章子防短期利用共同生活介言垂＊  牒動器機能向上加算＊＊  

‾い－ －‥ 
．‥  

畢葦所言草価加算聖  

L班期加算＊  
ト18 住＝1事裏面てらあ請求時点の数値を集計している。   

2太枠内は基本算定項目である。  
3回数、日数、件数の各サービスの計は、基本算定項目（太枠内）を計上した   

値である。  
4＊は日数、＊＊は件数を集計している。  
5介言草子防短期入所療養介護には、「特定治療．」「特定診療費」を含まない。  
6総数には、月の途中で要支援から要介護に変更となった者を含む。   

275」  

67鱒旦  

67 582 

介護予防福祉用具  
介護予防福祉用具  
壁型旦域福祉担具貸与弛寒空  

介護予防短期入所生活介言斐＊  
8  

垂玉垣  
36：う7  

16 713 

1746   

5141   

230  

2349   

379   

110  

単独型＊  

併設型＊  
単独型ユニット型＊  

併設型ユチエト聖モ   
腐蝕訓練体制加算部分（再掲）＊  

送迎加算  

管理栄養士配置加算＊ 栄養士配置加算＊  

療養食加算＊  ハ
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介護老人保健施設＊  
ユニット型介護老人保健施設＊  

病院療養病床＊  
病院療養病床経過型＊  
ユニット型病院療養病床＊  

診療所療養病床＊  
ユニット型診療所療養病床＊  

認知症疾患型＊  
孟認知症疾患型経過型＊  
ユニット型認知症疾患型＊  
基準適合診療所＊  3

 
り
L
 
5
 
－
 
0
 
5
 
7
 
4
 
つ
り
・
・
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
・
l
 
n
ツ
 
 
 
 
り
］
 
 

3
 
 
 

△
△
 
 

病院療養病床療養環境減算（1）（病院のみ）＊ 病院療養病床療養環境減算（11）（病院のみ）＊  

病院療養病床療養環境減算（Ⅲ）（病院のみ）＊  
医師配置減算（病院のみ）＊  

送迎加算  
管理業姜士配置加算＊  
栄葉上配置加算＊  

療養食加算＊  
緊急時喧嘩管窄（考嘩のみ．）空   




